令和２年度　　　　事　業　報　告　書
　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
                               　　　　　　  特定非営利活動法人   ホップあきの会                                                    
１　事業の成果
　　障害者自立支援法による障害福祉サービスを始め１３年目であった。

　　２５年度より障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律（通称　障害者総合支援法）のもとで

※「共同作業所ホップあき」が多機能型の事業所として就労継続支援事業（Ｂ型）と生活介護事業を行った。
共同作業所ホップあきが、安芸市寿町７番２２号に移転して２年目を迎えた

※「ホップ日和」が、共同生活援助（グル－プホームホップ日和）に切り替わり(平成２６年４月、法の改正)、グループホーム経営の７年目を迎えた。
　　　　第１回　理事会  令和２年  ６月 ４日　　　
通常総会　      令和２年  ６月２５日
第２回　理事会　令和２年１０月２７日　
　第３回　理事会　令和３年　３月３０日
２　事業の実施に関する事項
（1） 特定非営利活動に係る事業
	定款の
事業名
	事　業　内　容　業内容ないよう________________________________________________________________________________________________________________________
	実施
日
	実施
場所
	従事者
人　数
	受益対象者の範囲及び人数
	支出見込み額
 （千　円）

	障害者福祉
サービス
事業
	「共同作業所ホップあき」

指定就労継続支援B型事業は、就労に向けての支援授産活動の活性化を図る。
指定生活介護事業所は、生産活動の機会を提供し、地域生活、日常生活能力の向上の支援を行う。
	４月～
３月
	安芸市内
その他

周辺地域


	　
　１６名
	通所者
２１名
	　
69,847


	
	「ホップ日和」

指定共同生活援助及び指定短期入所事業を行い地域生活の支援を行う。
	４月～
３月
	安芸市内
その他

周辺地域


	７名
	通所者
２１名
及び地域の
障害者
	


（２）その他の事業
	定款の
事業名
	事　　　業　　　内　　　容
	実施
日
	実施
場所
	従事者
人数
	支出額 
（千　円）

	寄付された物品等の販売事業　　　
	安芸市指定ゴミ袋販売
	4月～3月
	安芸市内
	16名
	　　 　585         


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
